
 

 

 

独立行政法人整理合理化計画（抄） 
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閣  議  決  定  
 
 
 

Ⅲ．独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置 

 

１．独立行政法人の効率化に関する措置 

(1) 随意契約の見直し 

④ 随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施について、監事及び会計監

査人による監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳正にチェックする。 

(4) 給与水準の適正化等 

③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事による

監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。 

 

２．独立行政法人の自律化に関する措置 

(1) 内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備 

① 業務遂行体制の在り方 

ウ 独立行政法人における監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的知

見も活用し、検討を行う。 

② 関連法人等との人・資金の流れの在り方 

カ 随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事及び会計監査

人による監査で厳格にチェックするとともに、評価委員会において事後評価を行う。 
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